
 

規格・基準などの事前意図公告  

（この公告はＴＢＴ協定附属書３・Ｌに基づくものです。）  

 

下記のとおり、工業標準化法に基づき工業標準を制定する予定ですのでお知らせします。

ご意見のある場合は、理由を付して文書でご提出下さい。  

 

記 

 

１ 件名 

   工業標準の制定 

 

 

２ 制定する工業標準の番号及び名称並びに趣旨・目的  

  ＪＩＳ  Ｅ  ４４１１  鉄道車両－直流電源用蛍光灯電子安定器  

( Rolling stock－DC supplied electronic ballasts for lighting fluorescent lamp ） 

    この規格は、鉄道車両に搭載する直流電源用蛍光灯電子安定器の要求事項について規

定するものである。  

 

主な規程項目は、以下のとおりである。  

１．適用範囲  

２．引用規格  

３．用語及び定義  

４．種類  

５．性能  

６．製品情報  

７．通常の運転条件  

８．構造及び性能要求事項  

９．試験  

 

 

３ 施行年月日  

   平成２７年１０月以降  

 

 

４ 意見提出先   国土交通省  鉄道局  技術企画課  

    東京都千代田区霞ヶ関２－１－３  

     電話 ０３－５２５３－８１１１（内線４０７４４） 

 

 

５ 意見提出期限  通報開始日より６０日後  


